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意
書 

 

本
職
は
、
令
和
三
年
十
一
月
十
日
、
「
女
性
警
察
官
の
受
傷
事
故
等
防
止
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
第
二
百
六
回
国

会
質
問
第
二
号
）
を
提
出
し
、
女
性
警
察
官
の
受
傷
事
故
等
防
止
の
観
点
か
ら
、
警
察
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
の

採
用
を
提
言
し
た
。
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
と
は
、
圧
縮
窒
素
に
よ
っ
て
電
極
を
飛
ば
し
て
電
流
を
流
し
、
対
象
者
に
一
時
的
な
麻
痺

を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
圧
す
る
優
れ
た
装
備
品
で
あ
り
、
米
国
、
英
国
等
の
法
執
行
機
関
で
広
く
採
用
さ
れ
、
大
き

な
成
果
を
上
げ
て
い
る
。 

 

「
衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
女
性
警
察
官
の
受
傷
事
故
等
防
止
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
二

〇
六
第
二
号
）
を
受
領
し
た
直
後
の
令
和
三
年
十
一
月
二
十
三
日
、
埼
玉
県
戸
田
市
の
路
上
で
、
無
職
の
男
が
警
察
官
四
人
を

刃
物
で
切
り
付
け
、
公
務
執
行
妨
害
及
び
殺
人
未
遂
の
容
疑
で
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。
右
腕
を
刃
物
で
突
き

刺
さ
れ
た
警
察
官
は
、
症
状
固
定
ま
で
一
年
か
ら
一
年
半
を
要
す
る
右
上
腕
動
脈
断
裂
等
の
重
傷
を
負
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
男
女
を
問
わ
ず
、
全
て
の
警
察
官
に
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
を
携
帯
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
る
に
至
っ
た
。 

 

我
が
国
の
警
察
官
は
、
柔
道
又
は
剣
道
の
有
段
者
で
あ
り
、
逮
捕
術
も
習
得
し
て
お
り
、
高
い
執
行
力
を
持
つ
。
し
か
し
な

が
ら
、
刃
物
を
振
り
回
し
て
警
察
官
に
抵
抗
す
る
者
を
、
け
ん
銃
を
用
い
ず
に
制
圧
す
る
こ
と
は
、
危
険
及
び
困
難
が
伴
う
。



 

２ 

 

ま
た
、
徒
手
格
闘
に
お
い
て
は
、
逮
捕
術
等
に
熟
達
し
た
警
察
官
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
よ
り
体
重
が
数
十
キ
ロ
重
く
身
体
能
力

の
高
い
者
が
必
死
で
抵
抗
し
た
場
合
に
、
け
が
を
さ
せ
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
制
圧
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
テ

ー
ザ
ー
ガ
ン
の
威
嚇
力
を
活
用
し
て
、
発
射
す
る
こ
と
な
く
警
告
の
み
に
よ
っ
て
抵
抗
を
断
念
さ
せ
る
ほ
う
が
、
必
要
な
最
小

の
限
度
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
手
段
を
用
い
る
べ
き
と
定
め
る
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
一
条
第
二
項
に
合
致
す
る
。 

 

や
む
を
得
ず
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
を
発
射
す
る
場
合
も
、
他
の
手
段
と
比
較
し
て
危
険
が
少
な
い
と
い
え
る
。
米
国
ウ
ェ
イ
ク
・

フ
ォ
レ
ス
ト
大
学
教
授
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ボ
ー
ズ
マ
ン
医
学
博
士
が
平
成
二
十
一
年
に
米
国
緊
急
医
学
会
の
学
会
誌
に
発
表
し

た
論
文
に
よ
れ
ば
、
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
が
犯
罪
容
疑
者
に
使
用
さ
れ
た
千
二
百
一
件
の
事
例
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
九
十
九
・
七

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
対
象
者
は
全
く
負
傷
し
て
い
な
い
か
軽
微
な
け
が
を
し
た
程
度
だ
っ
た
。
負
傷
し
た
三
件
の
う
ち
二
件
は
転

倒
し
た
際
の
頭
部
外
傷
で
、
残
る
一
件
は
横
紋
筋
融
解
症
だ
っ
た
。
ボ
ー
ズ
マ
ン
博
士
は
、
「
警
察
が
暴
力
的
又
は
戦
闘
的
な

容
疑
者
を
制
圧
す
る
と
き
用
い
る
他
の
選
択
肢
と
比
較
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
武
器
（
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
）
は
た
い
へ
ん
安
全
の
よ

う
に
思
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

我
が
国
で
も
、
男
女
を
問
わ
ず
警
察
官
に
テ
ー
ザ
ー
ガ
ン
を
携
帯
さ
せ
、
警
察
官
等
け
ん
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
と
は
異



 

３ 

 

な
る
規
則
に
基
づ
い
て
運
用
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
警
察
庁
に
お
け
る
現
在
の
検
討
状
況
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


